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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
八
十
七
号

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
及
び
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
十
二
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児

又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
及
び
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児

又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
年
労
働
省
令
第
二
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、

子
の
養
育
又
は
家
族
の
介
護
を
行
い
、
又
は
行
う
こ
と
と
な
る
労
働
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
図
ら
れ
る
よ
う

に
す
る
た
め
に
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
等
に
関
す
る
指
針
及
び
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働

者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
第
二
号
、
第
八
十
六
条
及
び
第
百
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
日
数
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
九
月
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

武
見

敬
三

子
の
養
育
又
は
家
族
の
介
護
を
行
い
、
又
は
行
う
こ
と
と
な
る
労
働
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
図
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
等
に
関
す
る
指
針
及
び
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
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護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
第
二
号
、
第
八
十
六
条
及
び
第
百
三
条
の
規
定
に
基
づ
き

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
数
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
子
の
養
育
又
は
家
族
の
介
護
を
行
い
、
又
は
行
う
こ
と
と
な
る
労
働
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
図
ら
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
に
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
等
に
関
す
る
指
針
の
一
部
改
正
）

第
一
条

子
の
養
育
又
は
家
族
の
介
護
を
行
い
、
又
は
行
う
こ
と
と
な
る
労
働
者
の
職
業
生
活
と
家
庭
生
活
と
の
両
立
が
図
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
等
に
関
す
る
指
針
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
九
号
）

の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一

（
略
）

第
一

（
略
）

第
二

事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
等
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
の

第
二

事
業
主
が
講
ず
べ
き
措
置
等
の
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め
の

指
針
と
な
る
べ
き
事
項

指
針
と
な
る
べ
き
事
項

一
～
五
の
二

（
略
）

一
～
五
の
二

（
略
）

五
の
三

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
就
業
に
関
す
る
条
件
に
係

（
新
設
）

る
労
働
者
の
意
向
の
確
認
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
向
の
配
慮

に
関
す
る
事
項

㈠

法
第
二
十
一
条
第
二
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
意
向
の
確
認
（
以
下
「
意
向

の
聴
取
」
と
い
う
。
）
の
ほ
か
、
育
児
休
業
後
の
復
帰
時
や
労
働
者
か

ら
申
出
が
あ
っ
た
際
等
に
も
、
当
該
労
働
者
の
意
向
を
確
認
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
こ
と
。

㈡

法
第
二
十
一
条
第
三
項
（
法
第
二
十
三
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
㈢
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
意
向
の
配
慮
に
つ
い

て
は
、
事
業
主
と
し
て
労
働
者
の
意
向
の
内
容
を
踏
ま
え
た
検
討
を
行

う
も
の
で
あ
り
、
当
該
事
業
所
の
状
況
に
応
じ
つ
つ
、
例
え
ば
、
次
に

掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

イ

始
業
及
び
終
業
の
時
刻

ロ

就
業
の
場
所

ハ

業
務
量

ニ

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の

福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
三
年
労
働
省
令
第
二
十
五
号

。
以
下
「
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
九
条
の
七
第
三
号
で
定
め
る
制

度
又
は
措
置
の
利
用
期
間

ホ

そ
の
他
労
働
条
件

㈢

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
意
向
の
配
慮
に
つ
い
て
は
、
次
の
イ
及
び

ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
対
応
を



- 4 -

行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

イ

労
働
者
の
子
に
障
害
が
あ
る
場
合
や
当
該
子
が
医
療
的
ケ
ア
を
必

要
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
労
働
者
が
希
望
す
る
と
き

短
時

間
勤
務
の
制
度
や
子
の
看
護
等
休
暇
等
の
利
用
が
可
能
な
期
間
を
延

長
す
る
こ
と
。

ロ

労
働
者
が
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
労

働
者
が
希
望
す
る
と
き

子
の
看
護
等
休
暇
等
の
付
与
日
数
に
配
慮

す
る
こ
と
。

五
の
四

法
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
家
族
が
労
働
者
の
介

五
の
三

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
家
族
が
労
働
者
の
介

護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
こ
と
の
申
出
を
し
た
当
該
労
働
者
に
対

護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
こ
と
の
申
出
を
し
た
当
該
労
働
者
に
対

す
る
介
護
休
業
に
関
す
る
制
度
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
そ
の
他
の
事
項

す
る
介
護
休
業
に
関
す
る
制
度
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
そ
の
他
の
事
項

の
個
別
周
知
の
措
置
並
び
に
介
護
休
業
申
出
及
び
介
護
両
立
支
援
制
度
等

の
個
別
周
知
の
措
置
並
び
に
介
護
休
業
申
出
及
び
介
護
両
立
支
援
制
度
等

申
出
に
係
る
意
向
確
認
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
の
事
項

申
出
に
係
る
意
向
確
認
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
の
事
項

㈠

介
護
休
業
に
関
す
る
制
度
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
そ
の
他
の
事
項

㈠

介
護
休
業
に
関
す
る
制
度
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
そ
の
他
の
事
項

を
知
ら
せ
る
措
置
並
び
に
介
護
休
業
申
出
及
び
介
護
両
立
支
援
制
度
等

を
知
ら
せ
る
措
置
並
び
に
介
護
休
業
申
出
及
び
介
護
両
立
支
援
制
度
等

申
出
に
係
る
労
働
者
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
は
、
労
働
者
に

申
出
に
係
る
労
働
者
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
措
置
は
、
労
働
者
に

よ
る
介
護
休
業
申
出
及
び
介
護
両
立
支
援
制
度
等
申
出
が
円
滑
に
行
わ

よ
る
介
護
休
業
申
出
及
び
介
護
両
立
支
援
制
度
等
申
出
が
円
滑
に
行
わ

れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
取
得

れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
取
得

又
は
利
用
を
控
え
さ
せ
る
よ
う
な
形
で
の
個
別
周
知
及
び
意
向
確
認
の

又
は
利
用
を
控
え
さ
せ
る
よ
う
な
形
で
の
個
別
周
知
及
び
意
向
確
認
の

措
置
の
実
施
は
、
法
第
二
十
一
条
第
四
項
の
措
置
の
実
施
と
は
認
め
ら

措
置
の
実
施
は
、
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
措
置
の
実
施
と
は
認
め
ら

れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

㈡

（
略
）

㈡

（
略
）

㈢

法
第
二
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
業
に
関
す
る
制
度
、

㈢

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
業
に
関
す
る
制
度
、

介
護
両
立
支
援
制
度
等
そ
の
他
の
事
項
を
労
働
者
に
知
ら
せ
る
に
当
た

介
護
両
立
支
援
制
度
等
そ
の
他
の
事
項
を
労
働
者
に
知
ら
せ
る
に
当
た

っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
法
に
規
定
す
る
介
護
休
業
及
び
介
護
両
立
支
援

っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
法
に
規
定
す
る
介
護
休
業
及
び
介
護
両
立
支
援

制
度
等
の
趣
旨
も
踏
ま
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

制
度
等
の
趣
旨
も
踏
ま
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

五
の
五

法
第
二
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
四
十
歳
に
達
し
た
日
の
属

五
の
四

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
四
十
歳
に
達
し
た
日
の
属

す
る
年
度
等
の
始
期
に
達
し
た
労
働
者
に
対
す
る
介
護
休
業
に
関
す
る
制

す
る
年
度
等
の
始
期
に
達
し
た
労
働
者
に
対
す
る
介
護
休
業
に
関
す
る
制

度
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
そ
の
他
の
事
項
の
情
報
提
供
の
措
置
を
講
ず

度
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
そ
の
他
の
事
項
の
情
報
提
供
の
措
置
を
講
ず

る
に
当
た
っ
て
の
事
項

る
に
当
た
っ
て
の
事
項
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㈠

法
第
二
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
業
に
関
す
る
制
度
、

㈠

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
業
に
関
す
る
制
度
、

介
護
両
立
支
援
制
度
等
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
際
に
は
、
労
働
者

介
護
両
立
支
援
制
度
等
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
際
に
は
、
労
働
者

が
介
護
休
業
に
関
す
る
制
度
及
び
介
護
両
立
支
援
制
度
等
と
介
護
保
険

が
介
護
休
業
に
関
す
る
制
度
及
び
介
護
両
立
支
援
制
度
等
と
介
護
保
険

制
度
の
内
容
を
同
時
に
知
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
介
護

制
度
の
内
容
を
同
時
に
知
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
介
護

保
険
制
度
に
つ
い
て
も
併
せ
て
周
知
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

保
険
制
度
に
つ
い
て
も
併
せ
て
周
知
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

㈡

法
第
二
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
業
に
関
す
る
制
度
、

㈡

法
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
休
業
に
関
す
る
制
度
、

介
護
両
立
支
援
制
度
等
そ
の
他
の
事
項
を
労
働
者
に
知
ら
せ
る
に
当
た

介
護
両
立
支
援
制
度
等
そ
の
他
の
事
項
を
労
働
者
に
知
ら
せ
る
に
当
た

っ
て
は
、
五
の
四
㈢
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
法
に
規
定
す
る
介
護
休

っ
て
は
、
五
の
三
㈢
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
法
に
規
定
す
る
介
護
休

業
及
び
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
趣
旨
も
踏
ま
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い

業
及
び
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
趣
旨
も
踏
ま
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い

こ
と
。

こ
と
。

六
～
十

（
略
）

六
～
十

（
略
）

十
の
二

法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
ず
る
に
当

（
新
設
）

た
っ
て
の
事
項

㈠

則
第
七
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
在
宅
勤
務
等
の
利
用

日
数
は
、
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
最
低
限
の
日
数
を
規
定

し
た
も
の
で
あ
り
、
当
該
日
数
よ
り
高
い
頻
度
で
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
措
置
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

㈡

法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
育
児
の
た
め
の
所

定
労
働
時
間
の
短
縮
措
置
は
、
一
日
の
所
定
労
働
時
間
を
原
則
と
し
て

六
時
間
と
す
る
措
置
を
含
む
も
の
と
し
た
上
で
、
一
日
の
所
定
労
働
時

間
を
五
時
間
と
す
る
措
置
又
は
七
時
間
と
す
る
措
置
、
一
週
間
の
う
ち

所
定
労
働
時
間
を
短
縮
す
る
曜
日
を
固
定
す
る
措
置
、
週
休
三
日
と
す

る
措
置
等
も
併
せ
て
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

㈢

法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
休
暇
を
与
え
る
た

め
の
措
置
は
、
労
働
者
の
勤
務
の
状
況
等
が
様
々
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
せ
ず
、
か
つ
、
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し

な
い
時
間
単
位
で
の
休
暇
の
取
得
を
認
め
る
措
置
と
な
る
よ
う
に
配
慮

す
る
こ
と
。

㈣

法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
職
場
の
実
情
を
適
切
に
反
映
す
る
た
め
、
当
該
措
置
を
講

じ
よ
う
と
す
る
事
業
所
の
業
務
の
性
質
、
内
容
等
に
応
じ
て
講
ず
る
措
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置
の
組
合
せ
を
変
え
る
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

ま
た
、
そ
れ
ま
で
の
各
制
度
の
事
業
所
に
お
け
る
活
用
状
況
に
も
配
慮

す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

㈤

法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
例
え
ば
三
以
上
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
や
、
講
じ
た
措
置

に
つ
い
て
多
様
な
内
容
の
措
置
を
設
定
す
る
こ
と
等
、
可
能
な
限
り
労

働
者
の
選
択
肢
を
増
や
す
た
め
の
工
夫
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と

。
㈥

法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
例

え
ば
育
児
の
た
め
の
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
措
置
を
選
択
し
た
労
働
者

が
、
当
該
措
置
を
利
用
し
な
が
ら
在
宅
勤
務
等
の
措
置
に
準
じ
た
措
置

を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
社
内
制
度
と
す
る
等
、
労
働
者
が
選
択
し

た
措
置
と
併
せ
て
、
当
該
措
置
以
外
の
措
置
を
同
時
に
利
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

㈦

労
働
者
が
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
適
用

を
容
易
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
措
置

の
対
象
者
の
待
遇
に
関
す
る
事
項
を
定
め
、
こ
れ
を
労
働
者
に
周
知
さ

せ
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。

㈧

法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
を
講
ず
る
に
当
た

っ
て
は
、
労
働
者
が
就
業
し
つ
つ
そ
の
子
を
養
育
す
る
こ
と
を
実
質
的

に
容
易
に
す
る
内
容
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
配
慮
す
る
こ
と
。

㈨

法
第
二
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
労
使
協
定
の
締
結
に
よ

り
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
一
日
未
満
の
単
位
で
の
同
条
第
一
項
第
四

号
の
休
暇
の
取
得
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
「
業
務
の
性
質
又
は
業
務

の
実
施
体
制
に
照
ら
し
て
、
前
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
一
日
未

満
の
単
位
で
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
困

難
と
認
め
ら
れ
る
業
務
」
と
は
、
例
え
ば
、
次
に
掲
げ
る
も
の
が
該
当

す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
。
な
お
、
次
に
掲
げ
る
業
務
は
例
示
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の
業
務
以
外
は
困
難
と
認
め
ら
れ
る
業
務
に
該
当
し
な
い
も
の

で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
業
務
で
あ
れ
ば
困
難
と
認
め
ら
れ
る
業

務
に
該
当
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
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イ

国
際
路
線
等
に
就
航
す
る
航
空
機
に
お
い
て
従
事
す
る
客
室
乗
務

員
等
の
業
務
等
で
あ
っ
て
、
所
定
労
働
時
間
の
途
中
ま
で
又
は
途
中

か
ら
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
休
暇
を
取
得
さ
せ
る
こ

と
が
困
難
な
業
務

ロ

長
時
間
の
移
動
を
要
す
る
遠
隔
地
で
行
う
業
務
で
あ
っ
て
、
時
間

単
位
の
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
休
暇
を
取
得
し
た
後

の
勤
務
時
間
又
は
取
得
す
る
前
の
勤
務
時
間
で
は
処
理
す
る
こ
と
が

困
難
な
業
務

ハ

流
れ
作
業
方
式
や
交
替
制
勤
務
に
よ
る
業
務
で
あ
っ
て
、
時
間
単

位
で
法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
第
四
号
の
休
暇
を
取
得
す
る
者
を

勤
務
体
制
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
業
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
困

難
な
業
務

㈩

法
第
二
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
労
使
協
定
の
締
結
に
よ

り
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
一
日
未
満
の
単
位
で
の
休
暇
の
取
得
が
で

き
な
い
こ
と
と
な
っ
た
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、
半
日
単
位
で
の
休
暇
の

取
得
を
認
め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
制
度
の
弾
力
的
な
利
用
が
可
能
と
な

る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。

法
第
二
十
三
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
組
合
又
は
労
働
者

（ ）
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
の
意
見
を
聴
く
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
主
は

、
子
を
養
育
す
る
労
働
者
か
ら
の
意
見
聴
取
や
労
働
者
に
対
す
る
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
も
併
せ
て
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

法
第
二
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
対
象
措
置
を
利
用
す
る
労

（ ）
働
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
労
働
者
の
家
庭
や
仕
事
の
状
況
が
変
化
す
る

場
合
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
当
該
労
働
者
が
選
択
し
た
制
度
が
当
該

労
働
者
に
と
っ
て
適
切
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
て

、
同
項
の
規
定
に
よ
る
面
談
等
の
実
施
後
に
お
い
て
も
、
定
期
的
に
面

談
等
を
実
施
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

十
一

法
第
十
条
、
第
十
六
条
、
第
十
六
条
の
四
、
第
十
六
条
の
七
、
第
十

十
一

法
第
十
条
、
第
十
六
条
、
第
十
六
条
の
四
、
第
十
六
条
の
七
、
第
十

六
条
の
十
、
第
十
八
条
の
二
、
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
一
条
第
六
項
、

六
条
の
十
、
第
十
八
条
の
二
、
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
一
条
第
四
項
及

第
二
十
三
条
の
二
及
び
第
二
十
三
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休

び
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
、
介
護
休
業
、
子
の
看
護

業
、
介
護
休
業
、
子
の
看
護
等
休
暇
、
介
護
休
暇
、
所
定
外
労
働
の
制
限

等
休
暇
、
介
護
休
暇
、
所
定
外
労
働
の
制
限
、
時
間
外
労
働
の
制
限
、
深
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、
時
間
外
労
働
の
制
限
、
深
夜
業
の
制
限
、
妊
娠
・
出
産
等
を
し
た
こ
と

夜
業
の
制
限
、
妊
娠
・
出
産
等
を
し
た
こ
と
、
対
象
家
族
が
労
働
者
の
介

、
対
象
家
族
が
労
働
者
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
こ
と
、
所

護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
こ
と
又
は
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
措
置

定
労
働
時
間
の
短
縮
措
置
等
若
し
く
は
対
象
措
置
の
申
出
等
若
し
く
は
取

等
の
申
出
等
又
は
取
得
等
を
理
由
と
す
る
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い

得
等
又
は
意
向
の
聴
取
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
労
働
者
の
意
向
の
内
容
を
理

の
禁
止
に
適
切
に
対
処
す
る
に
当
た
っ
て
の
事
項

由
と
す
る
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
の
禁
止
に
適
切
に
対
処
す
る
に

当
た
っ
て
の
事
項

育
児
休
業
、
介
護
休
業
、
子
の
看
護
等
休
暇
、
介
護
休
暇
、
所
定
外
労

育
児
休
業
、
介
護
休
業
、
子
の
看
護
等
休
暇
、
介
護
休
暇
、
所
定
外
労

働
の
制
限
、
時
間
外
労
働
の
制
限
、
深
夜
業
の
制
限
、
妊
娠
・
出
産
等
を

働
の
制
限
、
時
間
外
労
働
の
制
限
、
深
夜
業
の
制
限
、
妊
娠
・
出
産
等
を

し
た
こ
と
、
対
象
家
族
が
労
働
者
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た

し
た
こ
と
、
対
象
家
族
が
労
働
者
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た

こ
と
、
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
措
置
等
若
し
く
は
対
象
措
置
の
申
出
等
若

こ
と
又
は
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
措
置
等
の
申
出
等
又
は
取
得
等
（
以
下

し
く
は
取
得
等
（
以
下
「
育
児
休
業
等
の
申
出
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た

「
育
児
休
業
等
の
申
出
等
」
と
い
う
。
）
を
し
た
労
働
者
の
雇
用
管
理
に

労
働
者
又
は
意
向
の
聴
取
に
よ
り
そ
の
意
向
を
確
認
さ
れ
た
労
働
者
の
雇

当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

用
管
理
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
す
る
こ
と
。

㈠

法
第
十
条
、
第
十
六
条
、
第
十
六
条
の
四
、
第
十
六
条
の
七
、
第
十

㈠

法
第
十
条
、
第
十
六
条
、
第
十
六
条
の
四
、
第
十
六
条
の
七
、
第
十

六
条
の
十
、
第
十
八
条
の
二
、
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
一
条
第
六
項

六
条
の
十
、
第
十
八
条
の
二
、
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
一
条
第
四
項

、
第
二
十
三
条
の
二
又
は
第
二
十
三
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
禁

又
は
第
二
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
解
雇
そ
の
他
不
利

止
さ
れ
る
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
は
、
労
働
者
が
育
児
休
業
等

益
な
取
扱
い
は
、
労
働
者
が
育
児
休
業
等
の
申
出
等
を
し
た
こ
と
と
の

の
申
出
等
を
し
た
こ
と
又
は
意
向
の
聴
取
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
労
働
者

間
に
因
果
関
係
が
あ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
。

の
意
向
の
内
容
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
行
為
で
あ
る
こ
と
。

㈡

解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
と
な
る
行
為
に
は
、
例
え
ば
、
次
に

㈡

解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
と
な
る
行
為
に
は
、
例
え
ば
、
次
に

掲
げ
る
も
の
が
該
当
す
る
こ
と
。

掲
げ
る
も
の
が
該
当
す
る
こ
と
。

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

労
働
者
が
希
望
す
る
期
間
を
超
え
て
、
そ
の
意
に
反
し
て
所
定
外

ヘ

労
働
者
が
希
望
す
る
期
間
を
超
え
て
、
そ
の
意
に
反
し
て
所
定
外

労
働
の
制
限
、
時
間
外
労
働
の
制
限
、
深
夜
業
の
制
限
、
所
定
労
働

労
働
の
制
限
、
時
間
外
労
働
の
制
限
、
深
夜
業
の
制
限
又
は
所
定
労

時
間
の
短
縮
措
置
等
又
は
対
象
措
置
を
適
用
す
る
こ
と
。

働
時
間
の
短
縮
措
置
等
を
適
用
す
る
こ
と
。

ト
～
ル

（
略
）

ト
～
ル

（
略
）

㈢

（
略
）

㈢

（
略
）

十
二
・
十
三

（
略
）

十
二
・
十
三

（
略
）

十
三
の
二

子
を
養
育
す
る
労
働
者
に
係
る
定
期
的
な
面
談
等
に
関
す
る
事

（
新
設
）

項
子
を
養
育
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
育
児
期
に
当
該
労
働
者
の
仕
事
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と
育
児
の
両
立
に
係
る
状
況
や
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
対
す
る
考
え
方
等
が
変

化
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
法
第
二
十
三
条
の
三
第
五
項
の
規

定
に
よ
る
面
談
等
の
ほ
か
、
妊
娠
・
出
産
等
の
申
出
時
や
育
児
休
業
後
の

復
帰
時
、
所
定
労
働
時
間
の
短
縮
措
置
や
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措

置
の
利
用
期
間
中
等
に
お
い
て
も
、
定
期
的
に
面
談
等
を
実
施
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
こ
と
。

十
三
の
三

子
を
養
育
す
る
労
働
者
及
び
家
族
を
介
護
す
る
労
働
者
に
対
し

（
新
設
）

て
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
の
心
身
の
健
康
へ
の
配
慮
に
関
す
る
事
項

子
を
養
育
す
る
労
働
者
及
び
家
族
を
介
護
す
る
労
働
者
に
対
し
始
業
時

刻
変
更
等
の
措
置
や
在
宅
勤
務
等
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
夜

間
の
勤
務
や
長
時
間
労
働
等
に
よ
り
心
身
の
健
康
に
不
調
が
生
じ
る
こ
と

の
な
い
よ
う
、
当
該
労
働
者
に
つ
い
て
事
業
主
が
配
慮
を
行
う
こ
と
や
、

労
働
者
自
身
に
よ
る
心
身
の
健
康
保
持
を
促
す
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。

例
え
ば
、
在
宅
勤
務
等
の
措
置
に
お
い
て
「
テ
レ
ワ
ー
ク
の
適
切
な
導
入

及
び
実
施
の
推
進
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
等
に
沿
っ
た
適
正
な
労
務

管
理
を
す
る
こ
と
、
面
談
を
実
施
し
労
働
者
の
健
康
に
関
す
る
状
況
を
把

握
し
配
慮
す
る
こ
と
、
勤
務
間
イ
ン
タ
ー
バ
ル
（
前
日
の
終
業
時
刻
と
翌

日
の
始
業
時
刻
の
間
に
一
定
時
間
の
休
息
を
確
保
す
る
こ
と
を
い
う
。
）

を
導
入
す
る
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

十
三
の
四

（
略
）

十
三
の
二

（
略
）

十
四

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
主
が
職
場
に
お
け
る
育
児
休

十
四

法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
主
が
職
場
に
お
け
る
育
児
休

業
等
に
関
す
る
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に
関
し
て
雇
用
管
理
上
必
要
な
措

業
等
に
関
す
る
言
動
に
起
因
す
る
問
題
に
関
し
て
雇
用
管
理
上
必
要
な
措

置
等
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
の
事
項

置
等
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
の
事
項

法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
事
業
主
が
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
そ
の

法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
事
業
主
が
職
場
に
お
い
て
行
わ
れ
る
そ
の

雇
用
す
る
労
働
者
に
対
す
る
則
第
七
十
六
条
で
定
め
る
制
度
又
は
措
置
（

雇
用
す
る
労
働
者
に
対
す
る
育
児
休
業
、
介
護
休
業
そ
の
他
の
育
児
休
業

以
下
「
制
度
等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
に
関
す
る
言
動
に
よ
り
当
該
労
働

、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法

者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
（
以
下
「
職
場
に
お
け
る
育
児
休
業
等

律
施
行
規
則
（
以
下
「
則
」
と
い
う
。
）
第
七
十
六
条
で
定
め
る
制
度
又

に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
の
な
い
よ
う
雇
用
管
理
上
講
ず

は
措
置
（
以
下
「
制
度
等
」
と
い
う
。
）
の
利
用
に
関
す
る
言
動
に
よ
り

べ
き
措
置
等
に
つ
い
て
、
事
業
主
が
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
図
る
た
め

当
該
労
働
者
の
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
こ
と
（
以
下
「
職
場
に
お
け
る
育

に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

児
休
業
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
の
な
い
よ
う
雇
用
管

理
上
講
ず
べ
き
措
置
等
に
つ
い
て
、
事
業
主
が
適
切
か
つ
有
効
な
実
施
を
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図
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
。

㈠

職
場
に
お
け
る
育
児
休
業
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
内
容

㈠

職
場
に
お
け
る
育
児
休
業
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
内
容

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

イ
に
規
定
す
る
「
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
対
す
る
制
度
等
の
利

ニ

イ
に
規
定
す
る
「
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
対
す
る
制
度
等
の
利

用
に
関
す
る
言
動
に
よ
り
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
も
の
」
と
は
、
具

用
に
関
す
る
言
動
に
よ
り
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
も
の
」
と
は
、
具

体
的
に
は

①
か
ら
⑪
ま
で
に
掲
げ
る
制
度
等
の
利
用
に
関
す
る
言

体
的
に
は

①
か
ら
⑩
ま
で
に
掲
げ
る
制
度
等
の
利
用
に
関
す
る
言

（イ）

（イ）

動
に
よ
り
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
典
型
的
な
例

動
に
よ
り
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
典
型
的
な
例

と
し
て
、

に
掲
げ
る
も
の
が
あ
る
が
、

に
掲
げ
る
も
の
は
限
定

と
し
て
、

に
掲
げ
る
も
の
が
あ
る
が
、

に
掲
げ
る
も
の
は
限
定

（ロ）

（ロ）

（ロ）

（ロ）

列
挙
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

列
挙
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

制
度
等

制
度
等

（イ）

（イ）

①
～
⑩

（
略
）

①
～
⑩

（
略
）

⑪

法
第
二
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
（
則
第
七

（
新
設
）

十
六
条
第
十
一
号
関
係
）

典
型
的
な
例

典
型
的
な
例

（ロ）

（ロ）

①

解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
（
法
第
十
条
、
第
十
六
条
（

①

解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
（
法
第
十
条
、
第
十
六
条
（

法
第
十
六
条
の
四
及
び
第
十
六
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場

法
第
十
六
条
の
四
及
び
第
十
六
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
の
十
、
第
十
八
条
の
二
、
第
二
十

合
を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
の
十
、
第
十
八
条
の
二
、
第
二
十

条
の
二
、
第
二
十
一
条
第
六
項
、
第
二
十
三
条
の
二
及
び
第
二

条
の
二
、
第
二
十
一
条
第
四
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
に
規
定

十
三
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱

す
る
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

い
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
示
唆
す
る
も
の

を
示
唆
す
る
も
の

労
働
者
が
、
制
度
等
の
利
用
の
申
出
等
を
し
た
い
旨
を
上
司

労
働
者
が
、
制
度
等
の
利
用
の
申
出
等
を
し
た
い
旨
を
上
司

に
相
談
し
た
こ
と
、
制
度
等
の
利
用
の
申
出
等
を
し
た
こ
と
又

に
相
談
し
た
こ
と
、
制
度
等
の
利
用
の
申
出
等
を
し
た
こ
と
又

は
制
度
等
の
利
用
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
上
司
が
当
該
労
働
者

は
制
度
等
の
利
用
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
上
司
が
当
該
労
働
者

に
対
し
、
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
示
唆
す
る
こ
と
。

に
対
し
、
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
示
唆
す
る
こ
と
。

②
・
③

（
略
）

②
・
③

（
略
）

㈡

（
略
）

㈡

（
略
）

㈢

事
業
主
が
職
場
に
お
け
る
育
児
休
業
等
に
関
す
る
言
動
に
起
因
す
る

㈢

事
業
主
が
職
場
に
お
け
る
育
児
休
業
等
に
関
す
る
言
動
に
起
因
す
る

問
題
に
関
し
雇
用
管
理
上
講
ず
べ
き
措
置
の
内
容

問
題
に
関
し
雇
用
管
理
上
講
ず
べ
き
措
置
の
内
容

事
業
主
は
、
職
場
に
お
け
る
育
児
休
業
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

事
業
主
は
、
職
場
に
お
け
る
育
児
休
業
等
に
関
す
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

を
防
止
す
る
た
め
、
雇
用
管
理
上
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

を
防
止
す
る
た
め
、
雇
用
管
理
上
次
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
。
な
お
、
事
業
主
が
行
う
育
児
休
業
等
を
理
由
と
す
る
不
利
益

い
こ
と
。
な
お
、
事
業
主
が
行
う
育
児
休
業
等
を
理
由
と
す
る
不
利
益
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取
扱
い
（
就
業
環
境
を
害
す
る
行
為
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
既
に

取
扱
い
（
就
業
環
境
を
害
す
る
行
為
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
既
に

法
第
十
条
、
第
十
六
条
（
法
第
十
六
条
の
四
及
び
第
十
六
条
の
七
に
お

法
第
十
条
、
第
十
六
条
（
法
第
十
六
条
の
四
及
び
第
十
六
条
の
七
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
の
十
、
第
十
八
条
の
二

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
六
条
の
十
、
第
十
八
条
の
二

、
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
一
条
第
六
項
、
第
二
十
三
条
の
二
及
び
第

、
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十
一
条
第
四
項
及
び
第
二
十
三
条
の
二
で
禁

二
十
三
条
の
三
第
七
項
で
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
不
利
益
取
扱

止
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
不
利
益
取
扱
い
を
行
わ
な
い
た
め
、
当
然

い
を
行
わ
な
い
た
め
、
当
然
に
自
ら
の
行
為
の
防
止
に
努
め
る
こ
と
が

に
自
ら
の
行
為
の
防
止
に
努
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
。

求
め
ら
れ
る
こ
と
。

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

㈣

（
略
）

㈣

（
略
）

十
五
・
十
六

（
略
）

十
五
・
十
六

（
略
）
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（
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
第
二
号
、
第
八

十
六
条
及
び
第
百
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
数
の
一
部
改
正
）

第
二
条

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
第
二
号
、

第
八
十
六
条
及
び
第
百
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
数
（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
第
二
号
、
第
八
十
六
条
及
び
第
百
十
三
条
の
規
定

す
る
法
律
施
行
規
則
第
八
条
第
二
号
、
第
八
十
六
条
及
び
第
百
三
条
の
規
定
に

に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
数
は
、
二
日
と
す
る
。

基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
日
数
は
、
二
日
と
す
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
及
び
次
世
代
育
成
支

援
対
策
推
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
十
月
一
日
）
か
ら
適

用
す
る
。


